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大田区マンション管理計画認定事務処理要綱 

 

令和５年７月19日５ま調発第10220号区長決定 

改正 令和６年１月15日５ま調発第12801号部長決定 

改正 令和８年５月22日８ま調発第10611号部長決定 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成12年法律第149号。

以下「適正化法」という。）の規定に基づき、大田区（以下「区」という。）がマンション

の管理に関する計画（以下「管理計画」という。）の認定等を実施するに当たり必要な事項

を定め、もって安全・安心で快適な住環境及び生活環境の形成に資することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(１) マンション 区の区域内（以下「区内」という。）に所在する、適正化法第２条第

１号に規定するマンションをいう。 

(２) 区分所有者 適正化法第２条第２号に規定するマンションの区分所有者をいう。 

(３) 管理組合 適正化法第２条第３号に規定する管理組合をいう。 

(４) 管理者等 適正化法第２条第４号に規定する者をいう。 

(５) 認定管理者等 適正化法第５条の15に規定する者をいう。 

(６) 居住者等 現にマンションに居住している者又は使用している者をいう。 

(７) 管理規約等 建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号。以下「区分所

有法」という。）第30条第１項及び第２項に規定する規約並びにこの規約に基づき定め

る細則等をいう。 

(８) 設計図書 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則（平成13年国土

交通省令第110号）第102条に規定する図書をいう。 

(９) 長期修繕計画 マンションの共用部分に係る経年劣化等に対応するための長 期にわ

たる修繕の計画及びその実施にかかる経費の積算並びにこれに基づくその資金計画をい

う。 

（認定の対象） 

第３条 この要綱において認定の対象とするマンションは、区内に立地するマンションとす

る。 

（認定申請等） 

第４条 認定申請等をしようとする者は、第１号様式による申請書の正本及び副本に、それ

ぞれ次に掲げる書類（以下「添付書類」という。）を添付し、正本１部及び副本１部を区長

に提出するものとする。 

(１) 公益財団法人マンション管理センター（以下「マンション管理センター」という。）

の管理計画認定手続支援サービスによる事前確認を受け、適合証が発行された管理計画

については適合証の写し 
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(２) 当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し 

(３) 区分所有法第47条第１項に規定する法人が申請に係るマンションの管理を行う場合

にあっては、区分所有法第49条第１項の規定により理事を置くことを決議した集会の議

事録の写し 

(４) 管理者等を選任することを決議した集会（総会）の議事録の写し（管理規約で別段

の定めをした場合は、管理規約の写し及びその定めるところにより管理者が選任された

ことを証する書類（理事会の議事録の写し等）） 

(５) 監事を置くことを決議した集会（総会）の議事録の写し（管理規約で別段の定めを

した場合は、管理規約の写し及びその定めるところにより監事が置かれたことを証する

書類（理事会の議事録の写し等）） 

(６) 認定申請日の直近に開催された集会（総会）の議事録の写し 

(７) 認定申請日の直近に開催された理事会の議事録の写し 

(８) 申請に係るマンションの区分所有者の名簿及び申請に係るマンションに居住する者

の名簿、要援護者名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年一回以上更新されているこ

とを確認できる書類 

(９) 名簿の取扱いに関する規定の写し又は規定について決定した際の議事録の写し 

(10) 設計図書及び点検記録、届出書、修繕履歴書等の文書目録等 

(11) 検査報告書及び点検報告書、清掃完了報告書等の文書目録等 

(12) 管理規約の写し及び細則の写し 

(13) 申請の日（以下「申請日」という。）の属する事業年度の直前の事業年度の集会に

おいて決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書（当該直前の事業年度がない場

合にあっては、申請日を含む事業年度における集会において決議された収支予算書）並

びに当該直前の事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認で

きる書類  

(14) 長期修繕計画の写し及び当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会の議事録

の写し（管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその定めるところに

より当該長期修繕計画を作成し、又は変更したことを証する書類） 

(15) 自主防災組織の結成又は防災訓練の実施、防災資機材及び備蓄物資の整備を行って

いることを確認できる書類等 

(16) 防災危機マニュアルの写し又は設置していることを確認できる書類等 

(17) 耐震診断書及び耐震改修工事図面等 

(18) 自治会を設置している場合は管理規約等の写し、地域の町会・自治会等へ加入して

いる場合は加入していることを確認できる書類、コミュニティ形成活動を行っている場

合は活動が確認できる書類   

(19) その他区長が必要と認める書類  

２ 区長は、申請書の提出があったときは、認定基準のほか、関係法令などに留意し、審査

を行う。ただし、適合証の写しが添付された申請については認定基準の審査の一部を省略

することができる。  

３ 前項により、申請書に記載された内容が認定基準に適合していると認められる場合、区
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長は、適正化法第５条の14の規定に基づき認定するとともに、その旨を適正化法第５条の

15の規定により、認定管理者等に通知書（第２号様式）に申請書の副本及びその添付書類

を添えて速やかに通知する。 

（事前相談） 

第５条 認定申請等をしようとする者は、当該申請を行う前に、区への事前相談を必須とす

る。 

（認定基準） 

第６条 認定基準は、別表のとおりとする。 

（不認定） 

第７条 区長は、第４条第２項の規定による審査の結果、管理計画が別表の基準に適合しな

いと認めるときは、遅滞なく、第３号様式により申請者に通知しなければならない。 

（認定の取下げ） 

第８条 認定管理者等は、第４条第３項の規定による通知の前に第４号様式により区長に届

け出ることにより、認定の申請を取り下げることができる。なお、認定の申請を取り下げ

た場合の既納の手数料は、原則として還付しない。 

（認定の有効期間） 

第９条 認定の有効期間は、第４条第３項の規定による通知の日から５年とする。 

（認定の更新） 

第10条 認定管理者等は、適正化法第５条の16の規定により、５年ごとにその更新を受けな

ければ、その期間の経過によって、認定の効力を失う。  

２  第４条の規定は、前項の規定について準用する。この場合において「第１号様式」とあ

るのは「第５号様式」と、「適正化法第５条の14」とあるのは「適正化法第５条の16」と、

「第２号様式」とあるのは「第６号様式」とそれぞれ読み替えるものとする。また、この場

合の添付書類については変更に係るもののみ提出することとする。  

３ 第１項の認定の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この項及び次項に

おいて「認定の有効期間」という。）の満了日までにその申請に対する処分がされないと

きは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその

効力を有する。  

４  前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は従前の認定の

有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。  

５  認定の更新の申請は、認定の有効期間の満了の日の一年前の日の翌日より申請可能とす

る。  

（認定を受けた管理計画の変更）  

第11条  認定管理者等は、第４条の規定による認定を受けた管理計画の変更（国土交通省令

で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、適正化法第５条の17の規定に基づ

き区長の認定を受けなければならない。  

２  第４条の規定は、前項の規定について準用する。この場合において「第１号様式」とあ

るのは「第７号様式」と、「適正化法第５条の14」とあるのは「適正化法第５条の17」と、

「第２号様式」とあるのは「第８号様式」とそれぞれ読み替えるものとする。また、この場
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合の添付書類については変更に係るもののみ提出することとする。  

（手数料） 

第12条 手数料は、大田区手数料条例（昭和32年条例第24号）別表第１の135の項から137の

項までに定めるものとする。 

（報告の徴収） 

第13条  区長は、適正化法第５条の18の規定により、認定管理者等に対し、管理計画認定マ

ンション（第４条の認定を受けた管理計画(第５条の変更の認定があった時は、その変更後

のもの。以下「認定管理計画」という。)に係るマンション）の管理の状況について、第９

号様式により報告を求めることができる。その際、認定管理者等は、第10号様式により報

告を行う。  

（改善命令）  

第14条  区長は、適正化法第５条の19の規定により、認定管理者等が認定管理計画に従って

管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、第11号様式により、当該

認定管理者等に対し、相当の期限を定めてその改善に必要な措置を命ずることができる。 

（認定の取消し）  

第15条  認定管理者等は、適正化法第５条の20第１項第２号の規定により、認定管理計画に

基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめるときは、第12号様式により区長に申し

出なければならない。 

２ 区長は、適正化法第５条の20第１項の規定により第４条の１の認定（第８条の認定を受

けた管理計画の変更を含む。）を取り消したときは、第13号様式により、速やかに、その旨

を当該認定管理者等であった者に通知するものとする。 

（認定マンションの公表） 

第16条 認定申請をしようとする者が、当該申請を行う際に、認定を受けた際の公表に同意

をした場合は、マンション管理センター及び大田区のホームページ等において、認定を受

けた旨の公表をすることができる。 

（その他） 

第17条 この要綱の施行について必要な事項は、まちづくり推進部長が別に定める。 

 

付 則（令和５年７月19日５ま調発第10220号区長決定） 

１ この要綱は、令和５年10月１日から施行する。ただし、次項の規定は、決定の日から施

行する。 

２ 第５条の規定による事前相談については、この要綱の施行の日前においても行うことが

できる。 

付 則（令和６年１月15日５ま調発第12801号部長決定） 

この要綱は、令和６年２月１日から施行する。 

付 則（令和８年５月22日８ま調発第10611号部長決定） 

この要綱は、令和８年５月22日から施行する。 
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別表（第６条、第７条関係） 

大田区マンション管理計画認定基準 

（下線部が大田区独自の上乗せ基準） 

認定基準 

(１) 管理組合の
運営 

① 管理者等が定められていること。 

② 監事が選任されていること。 

③ 集会（総会）が年１回以上開催されており、議事録が作成され適
正に保管されていること。 

④ 理事会が開催されており、議事録が作成され適正に保管されてい
ること。 

⑤ 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡
に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、区分所有者（組
合員）名簿、居住者名簿、要援護者名簿等を備えており、１年に
１回以上は内容の確認を行っていること。 

⑥ 名簿の取扱いに関する規定を定め、名簿を適正に管理組合が保管
及び利用していること。 

⑦ マンションに係る設計図書、点検記録、届出書、修繕履歴等のマ
ンションに関する図書を適正に保管していること。 

⑧ 建築物及び設備に係る法定の検査又は点検を実施するとともに、
当該マンションの良好な住環境を維持するために必要な日常点
検等を適切に実施していること。 

(２) 管理規約 ① 管理規約及び細則等が作成され適正に保管されていること。 

② マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急
時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の
管理等について定められていること。 

③ マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約
において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付（ま
たは電磁的方法による提供）について定められていること。 

(３) 管理組合の
経理 

① 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われ
ていること。 

② 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。 

③ 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の３か月以
上の滞納額が全体の１割以内であること。 

(４) 長期修繕計
画の作成、見直し
及び計画的修繕
の実施等 

① 国が策定する「長期修繕計画標準様式」※１ に準拠して長期修
繕計画が作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定さ
れた修繕積立金額について集会（総会）にて決議されていること。 

② 長期修繕計画の作成又は見直しが７年以内に行われていること。 

③ 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が 30年以上で、
かつ、残存期間内に大規模修繕工事が２回以上含まれるように設
定されていること。 

④ 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定
していないこと。 

⑤ 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定さ
れた修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。 

⑥ 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のな
い長期修繕計画となっていること。 
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⑦ 長期修繕計画に基づく大規模修繕工事等の計画的修繕が実施さ
れていること。 

(５) 届出 ① 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」
（平成 31年東京都条例第 30号）に基づく管理状況の届出を行っ
ていること。 

(６) 危機管理体
制 

① 地震、火災等の災害への備え及びリスク管理として、自主防災組
織（災害対策基本法第２条の２第３号に規定する自主防災組織を
いう。）の結成又は防災訓練の実施、防災資機材及び備蓄物資の
整備、要援護者等の把握等を行っていること。 

② マンションの状況及び環境に応じた必要な危機管理マニュアル
が整備等されていること。 

③ 昭和 56 年５月 31 日以前に新築工事着手をしているマンション
については、耐震診断を実施し、耐震性が不足している場合には、
管理組合として耐震改修や長期修繕計画の見直しを行っている
こと。 

(７) コミュニテ
ィの形成 

① マンション内で組織する自治会を設置していること若しくは当
該マンションの所在する地域の町会・自治会へ区分所有者及び居
住者等が加入していること。 

（注意）※１の様式は、国土交通省が定める「長期修繕計画作成ガイドライン」に記載の

「長期修繕計画標準様式」とする。 

 


